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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度をモニタリングするた
めのシステムにおいて、
  地表面下の非飽和帯に埋設され、筒状を有するチャンバと、前記チャンバの側面に形成
される気体流入口と、前記チャンバの上部に貫通形成され、前記チャンバ内の気体に含ま
れた二酸化炭素の濃度を測定する二酸化炭素濃度測定センサとをそれぞれ含む複数の非飽
和帯の二酸化炭素濃度感知装置と、
  前記二酸化炭素濃度測定センサから出力される二酸化炭素濃度を伝送する複数の通信装
置と、
  時間帯別に基準二酸化炭素濃度を格納し、前記通信装置から伝送される測定された二酸
化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを比較し、正常信号又は異常信号を出力するモニ
タリングサーバと、を含むことを特徴とする非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシス
テム。
【請求項２】
  前記モニタリングサーバの前記異常信号に応答して警報を出力する警報装置をさらに含
むことを特徴とする、請求項１に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム
。
【請求項３】
  前記モニタリングサーバは、
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前記伝送される測定された二酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを比較し、前記測
定された二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度より一定値以上大きい場合、前記異常
信号を発生させることを特徴とする、請求項１に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタ
リングシステム。
【請求項４】
  前記モニタリングサーバは、前記測定された二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度
より特定数値以上である場合、前記異常信号を発生させることを特徴とする、請求項３に
記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項５】
  前記モニタリングサーバは、前記測定された二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度
の特定比率以上である場合、前記異常信号を発生させることを特徴とする、請求項３に記
載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項６】
  前記モニタリングサーバは、
  前記通信装置から前記測定された二酸化炭素濃度の入力を受ける入力部と、
  時間帯別に前記基準二酸化炭素濃度を格納するデータ格納部と、
  前記測定された二酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを比較する比較部と、
前記比較部の結果信号によって前記正常信号又は異常信号を出力する出力部と、を含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項７】
  前記二酸化炭素濃度測定センサは非分散赤外線（ＮＤＩＲ）センサであることを特徴と
する、請求項１に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項８】
  前記気体流入口はメッシュ形態であることを特徴とする、請求項１に記載の非飽和帯の
二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項９】
  前記チャンバの側面に形成され、アルカリ土類金属水酸化物を前記チャンバの内部に供
給して貯蔵するためのアルカリ土類金属水酸化物流入及び貯蔵部をさらに含むことを特徴
とする、請求項１に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項１０】
  前記アルカリ土類金属水酸化物は、Ｍｇ（ＯＨ）２、Ｃａ（ＯＨ）２及びＢａ（ＯＨ）

２のうち少なくとも一つであることを特徴とする、請求項９に記載の非飽和帯の二酸化炭
素濃度モニタリングシステム。
【請求項１１】
  前記チャンバはステンレススチール材質からなることを特徴とする、請求項１に記載の
非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステム。
【請求項１２】
  二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度をモニタリングする方
法において、
  二酸化炭素濃度感知装置で、二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭
素濃度を時間帯別に測定し、これを通信装置を介してモニタリングサーバに伝送し、前記
モニタリングサーバで、伝送された非飽和帯の二酸化炭素濃度を基準二酸化炭素濃度とし
て格納し、
  二酸化炭素の地中貯蔵が開始された後、前記二酸化炭素濃度感知装置で前記非飽和帯の
二酸化炭素濃度を測定し、これを前記通信装置を介してモニタリングサーバに伝送し、
  前記モニタリングサーバで、測定された二酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを
比較し、正常信号又は異常信号を出力することを含むことを特徴とする非飽和帯の二酸化
炭素濃度モニタリング方法。
【請求項１３】
  前記モニタリングサーバで前記異常信号が出力される場合、警報を出力することをさら
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に含むことを特徴とする、請求項１２に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方
法。
【請求項１４】
  前記モニタリングサーバで、測定された二酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを
比較して正常信号又は異常信号を出力するとき、前記モニタリングサーバは、
  前記測定された二酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを比較し、前記測定された
二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度より一定値以上大きい場合、前記異常信号を発
生させることを特徴とする、請求項１２に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング
方法。
【請求項１５】
  前記モニタリングサーバは、前記測定された二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度
より特定数値以上である場合、前記異常信号を発生させることを特徴とする、請求項１４
に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方法。
【請求項１６】
  前記モニタリングサーバは、前記測定された二酸化炭素濃度が前記基準二酸化炭素濃度
の特定比率以上である場合、前記異常信号を発生させることを特徴とする、請求項１４に
記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方法。
【請求項１７】
  前記非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置は、
  地表面下の非飽和帯に埋設され、筒状を有するチャンバと、
  前記チャンバの側面に形成される気体吸入口と、
  前記チャンバの上部に貫通形成され、前記チャンバ内の気体に含まれた二酸化炭素の濃
度を測定する二酸化炭素濃度測定センサと、を含むことを特徴とする、請求項１２に記載
の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方法。
【請求項１８】
  前記二酸化炭素濃度測定センサは 非分散赤外線（ＮＤＩＲ）センサであることを特徴
とする、請求項１７に記載の非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地球温暖化を防止するための二酸化炭素（ＣＯ２）の地中貯蔵技術に関する
もので、より詳細には、二酸化炭素の地中貯蔵後、地中貯蔵敷地やその周辺の土壌への二
酸化炭素の漏れの有無を遠隔でモニタリングし、二酸化炭素が漏れた場合、自動的に警報
を発生させることによって二酸化炭素の地中貯蔵事業や地上設備の安全性を確保すること
ができる地中に貯蔵された二酸化炭素の漏れモニタリング及び警報システムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　現在、全世界的に大きな問題となっている地球温暖化現象においては、二酸化炭素が最
も大きな要因として作用する。二酸化炭素は、石炭を用いる火力発電所、鉄鉱石を原料と
する製鉄所、石油を原料とする石油化学工場などのような経済活動を営むための事業所の
排出ガスに多く含まれている。したがって、地球温暖化現象を最大限に防止するためには
、前記のような原因などによって発生する二酸化炭素を処理しなければならない。
【０００３】
　二酸化炭素の処理技術のうち最も脚光を浴びている技術は、二酸化炭素を捕集して地下
地層に貯蔵する、いわゆる二酸化炭素の地中貯蔵技術である。二酸化炭素の地中貯蔵技術
は、事業所などで排出される二酸化炭素を捕集し、これを地下８００ｍ以上に半永久的に
貯蔵する技術である。
　このとき、地中に貯蔵された二酸化炭素が再び地表に漏れてはならないが、地中に貯蔵
された二酸化炭素は、様々な理由で地表に漏れるおそれがある。二酸化炭素が地表に漏れ
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る場合、二酸化炭素の地中貯蔵事業は、多くの費用を投入した状態で失敗に終わるおそれ
があり、かつ、地上設備の安全性を確保できなくなる。
【０００４】
　したがって、貯蔵された二酸化炭素の漏れを最小限にできる安定的な地層を探すことが
重要である。また、地層に貯蔵された二酸化炭素が地表に漏れる場合、これを自動的にモ
ニタリングすることによって警報が迅速に発生し、後処理が進行されるシステムを構築す
る必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度を効率
的に感知することができる非飽和帯の二酸化炭素感知装置を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、前記非飽和帯の二酸化炭素感知装置を用いることによって、自動
的に非飽和帯の二酸化炭素濃度をモニタリングすることができる非飽和帯の二酸化炭素モ
ニタリングシステムを提供することにある。
【０００７】
　本発明の更に他の目的は、二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の基準二酸化炭素濃度を
格納し、これを測定される二酸化炭素濃度と比較して正常信号又は異常信号を出力し、異
常信号である場合、警報を発生させ、二酸化炭素の地中貯蔵を中止することができる非飽
和帯の二酸化炭素モニタリング方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記一つの目的を達成するための本発明の一実施例に係る二酸化炭素が地中に貯蔵され
る敷地の非飽和帯の二酸化炭素感知装置は、地表面下の非飽和帯に埋設され、筒状を有す
るチャンバと、前記チャンバの側面に形成される気体流入口と、前記チャンバの上部に貫
通形成され、前記チャンバ内の気体に含まれた二酸化炭素の濃度を測定する二酸化炭素濃
度測定センサとを含むことを特徴とする。
【０００９】
　前記他の目的を達成するための本発明の一実施例に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される
敷地の非飽和帯の二酸化炭素モニタリングシステムは、地表面下の非飽和帯に埋設され、
筒状を有するチャンバと、前記チャンバの側面に形成される気体流入口と、前記チャンバ
の上部に貫通形成され、前記チャンバ内の気体に含まれた二酸化炭素の濃度を測定する二
酸化炭素濃度測定センサとをそれぞれ含む複数の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置と；
前記二酸化炭素濃度測定センサから出力される二酸化炭素濃度を伝送する複数の通信装置
と；時間帯別に基準二酸化炭素濃度を格納し、前記通信装置から伝送される測定された二
酸化炭素濃度と前記基準二酸化炭素濃度とを比較して正常信号又は異常信号を出力するモ
ニタリングサーバと；を含むことを特徴とする。
【００１０】
　前記他の目的を達成するための本発明の一実施例に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される
敷地の非飽和帯の二酸化炭素モニタリング方法は、二酸化炭素濃度感知装置で、二酸化炭
素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度を時間帯別に測定し、これを通信
装置を介してモニタリングサーバに伝送し、前記モニタリングサーバから伝送された非飽
和帯の二酸化炭素濃度を基準二酸化炭素濃度として格納し；二酸化炭素の地中貯蔵が開始
された後、前記二酸化炭素濃度感知装置で前記非飽和帯の二酸化炭素濃度を測定し、これ
を前記通信装置を介してモニタリングサーバに伝送し；前記モニタリングサーバで、測定
された二酸化炭素濃度と基準二酸化炭素濃度とを比較して正常信号又は異常信号を出力す
ることを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明に係る非飽和帯の二酸化炭素感知装置は、チャンバ及びＮＤＩＲセンサを用いる
ことによって、非飽和帯の二酸化炭素を平均化した状態で二酸化炭素の感知が可能であり
、二酸化炭素感知の精度を高めることができる。
【００１２】
　また、本発明に係る非飽和帯の二酸化炭素モニタリングシステム及びモニタリング方法
は、二酸化炭素の地中貯蔵前に予め時間帯別に基準二酸化炭素濃度を測定・格納した状態
で、これをリアルタイムに感知される二酸化炭素濃度と比較することによって、環境の変
化による二酸化炭素濃度の変化と地中に貯蔵された二酸化炭素の漏れによる二酸化炭素濃
度の変化とを容易に区別することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る非飽和帯の二酸化炭素モニタリングシステム及びモニタリング方法
は、複数の二酸化炭素感知装置で測定された二酸化炭素濃度がモニタリングサーバに伝送
され、異常発生時には即時に警報を発生させることができ、地中に貯蔵された二酸化炭素
の漏れ時に即時に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度感
知装置を概略的に示した図である。
【図２】本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度モ
ニタリングシステムを概略的に示した図である。
【図３】図２のモニタリングサーバを概略的に示した図である。
【図４】本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度モ
ニタリング方法の一実施例を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の利点、特徴及びそれらを達成する方法は、添付の図面と共に詳細に後述する各
実施例を参照すれば明確になるだろう。しかし、本発明は、以下で開示する各実施例に限
定されるものでなく、互いに異なる多様な形態で具現可能である。ただし、本実施例は、
本発明の開示を完全にし、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者に発明の範疇
を完全に知らせるために提供されるものであって、本発明は、特許請求の範囲の範疇によ
って定義されるものに過ぎない。明細書全般にわたって同一の参照符号は、同一の構成要
素を示す。
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施例に係る二酸化炭素が地中に貯蔵され
る敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置、モニタリングシステム及びモニタリング方
法について詳細に説明する。
【００１６】
　二酸化炭素が地中に貯蔵された場合、貯蔵地層で流動する二酸化炭素は、地球物理遠隔
探査を通して確認し、対象地層を逸脱して意図していない地層に漏れる場合も、地球物理
遠隔探査を通して漏れを確認することができる。
【００１７】
　また、観測井を介して地下で直接流体を採取して分析することによって、二酸化炭素が
対象地層でない他の地層に漏れるかどうかを確認することができる。二酸化炭素の物理化
学的な特性を考慮すれば、地下８００ｍに貯蔵された二酸化炭素は、浮力によって地表側
に上昇するようになる。
　二酸化炭素が８００ｍ以上に上昇して地表に至れば、土壌層／非飽和帯を経て二酸化炭
素が地表に漏れるようになる。
【００１８】
　図１は、本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度
感知装置を概略的に示した図である。
　図１を参照すれば、非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置１００は、チャンバ１１０、気
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体流入口１２０及び二酸化炭素濃度測定センサ１３０を含む。
チャンバ１１０は、円筒状及び四角筒状などの筒状を有し、地表面下の非飽和帯に埋設さ
れる。ここで、非飽和帯は、地下水面の上部層を意味し、通常、未膠結岩石と土壌が分布
し、土壌内の気体（酸素、窒素、二酸化炭素など）と水分が共に存在する層を意味する。
非飽和帯は、地表面から略５０～１００ｃｍ下である。
【００１９】
　チャンバ１１０の材質は、土壌層を撹乱せずに長期間使用することができ、気体との反
応があまり行われないと同時に、気体を吸着しない材質であることが望ましい。このよう
な条件を満足するチャンバ１１０の材質は、ステンレススチールである。チャンバ１１０
の底には、地下水又は土壌水が流入した場合、重力による自然排水が可能なように複数の
排水孔が形成される。
【００２０】
　気体流入口１２０は、チャンバ１１０の側面に形成され、気体流入口１２０を通してチ
ャンバ１１０外部の気体がチャンバ１１０の内部に流入する。気体流入口１２０は、メッ
シュ、すなわち、網状に形成される。
　一方、気体流入口１２０は、チャンバ１１０の側面に複数形成される。
【００２１】
　二酸化炭素濃度測定センサ１３０は、チャンバ１１０の上部に貫通形成され、チャンバ
１１０内の気体に含まれた二酸化炭素の濃度を測定する。
　前記二酸化炭素濃度測定センサ１３０は、ＮＤＩＲ（Ｎｏｎ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　
Ｉｎｆｒａ―Ｒｅｄ）センサであることが望ましい。
　土壌内の二酸化炭素は、一般的に土壌内の気体試料を採取してガスクロマトグラフィで
分析したり、ＮＤＩＲセンサを用いて測定することができる。このうち、試料の採取とガ
スクロマトグラフィを用いた土壌内の二酸化炭素の濃度分析には、多くの時間、手間及び
費用が要される。また、前記分析法によれば、二酸化炭素濃度の増加時に迅速に対応でき
る時間的な余裕がない。その一方、ＮＤＩＲセンサは、気体試料内の二酸化炭素の含量を
測定するセンサであって、簡便であるとともに、精度を高められるという長所を有する。
そのため、このＮＤＩＲセンサを用いることがより望ましい。
【００２２】
　ただし、ＮＤＩＲセンサを土壌内に設置した場合、土壌空隙内の気体の含量が不均一で
あって、測定が不完全になるおそれがある。したがって、本発明のように、一定量以上の
気体が集積されるチャンバ１１０を土壌層に設置し、前記チャンバ１１０に集められて平
均化された分布を有する気体に対してＮＤＩＲセンサを用いることによって二酸化炭素の
濃度を測定することが望ましい。
【００２３】
　本発明に係る二酸化炭素濃度感知装置１００は、チャンバ１１０内で下記の式１に示す
ような二酸化炭素との反応によって炭酸塩鉱物に変換するように、アルカリ土類金属水酸
化物をチャンバ１１０の内部に供給して貯蔵するためのアルカリ土類金属水酸化物流入及
び貯蔵部（図示せず）をさらに含むことができる。このとき、アルカリ土類金属水酸化物
としては、Ｍｇ（ＯＨ）２、Ｃａ（ＯＨ）２、Ｂａ（ＯＨ）２などを提示することができ
る。
Ｍ（ＯＨ）２＋ＣＯ２→ＭＣＯ３＋Ｈ２Ｏ
（ここで、Ｍは、アルカリ土類金属である。）
【００２４】
　チャンバ１１０の内部に供給されて貯蔵されたアルカリ土類金属水酸化物は、前記のよ
うに二酸化炭素と反応して炭酸塩鉱物を形成する。特に、土壌内での二酸化炭素の含量が
大気の二酸化炭素の含量より約１００倍高いと知られているので、前記反応を起こすのに
充分な二酸化炭素が提供される。このようなアルカリ土類金属水酸化物流入及び貯蔵部で
は、アルカリ土類金属の流入がチャンバ１１０の側面から行われ、貯蔵がチャンバ１１０
内部の別途の空間で行われる。



(7) JP 5069772 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【００２５】
　アルカリ土類金属水酸化物は、二酸化炭素濃度の感知が進行される時点ではアルカリ土
類金属水酸化物流入及び貯蔵部に貯蔵されているだけで、チャンバ１１０内部とは隔離し
た状態になる。その理由は、二酸化炭素濃度の感知時点にアルカリ土類金属水酸化物がチ
ャンバ１１０内に存在すれば、二酸化炭素濃度の感知精度が低下するおそれがあるためで
ある。
【００２６】
　したがって、アルカリ土類金属水酸化物とチャンバ１１０内部の気体との疎通は、二酸
化炭素の感知時点以外の時点になされることが望ましい。例えば、二酸化炭素濃度の感知
周期を１時間とする場合、二酸化炭素濃度の感知直後の３０分間、アルカリ土類金属水酸
化物流入及び貯蔵部とチャンバ内部との疎通がなされる。
【００２７】
　前記アルカリ土類金属水酸化物流入及び貯蔵部が存在する場合、二酸化炭素の感知と共
に、炭酸塩鉱物の生成及び二酸化炭素の低減効果を得ることができる。
【００２８】
　一旦、地表上に漏れた二酸化炭素は、地表面の大気と混合されて迅速に移動する。その
ため、二酸化炭素の濃度を迅速に感知して漏れの有無を判断し、地上設備の稼働可否を判
断することが難しい。したがって、地表漏れの前段階である非飽和帯で二酸化炭素濃度が
非理想的に高くなれば、二酸化炭素の地中貯蔵における地上注入設備の稼働を暫定的に中
止し、二酸化炭素の濃度／流出有無を確認した上で、注入を継続するかどうかを判断する
必要がある。
【００２９】
　図２は、本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度
モニタリングシステムを概略的に示した図である。
【００３０】
　図２を参照すれば、非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリングシステムは、複数の非飽和
帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０、複数の通信装置２２０及びモニタリングサーバ２３
０を含む。
　複数の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０は、チャンバ、気体流入口及び二酸化
炭素濃度測定センサをそれぞれ含む。
【００３１】
　チャンバは、ステンレススチールなどの材質として地表面下の非飽和帯に埋設され、筒
状を有する。
【００３２】
　気体流入口は、チャンバの側面にメッシュなどの形状に形成され、気体流入口 を通し
て周辺の気体がチャンバ内に流入する。
二酸化炭素濃度測定センサは、チャンバの上部に貫通形成され、前記チャンバ内の気体に
含まれた二酸化炭素の濃度を測定する。このとき、二酸化炭素濃度測定センサはＮＤＩＲ
センサであることが望ましい。
前記複数の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０を構成するチャンバ、気体流入口及
び二酸化炭素濃度測定センサは、図１を参照して説明した通りであるので、それに関する
詳細な説明は省略することにする。
【００３３】
　一方、二酸化炭素の貯蔵敷地には、二酸化炭素の臨時貯蔵設備、加圧設備、増温設備、
注入設備などが配置される。これらの設備が含まれることを考慮すれば、二酸化炭素の貯
蔵敷地は少なくとも２００ｍ×２００ｍ以上になる。
【００３４】
　したがって、非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０は、二酸化炭素の貯蔵敷地に複
数配置される。また、二酸化炭素は、貯蔵敷地の周辺にも流出するおそれがあるので、非
飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０は、二酸化炭素の貯蔵敷地のみならず、その周辺
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敷地にも複数配置されることが望ましい。
【００３５】
　複数の通信装置２２０は、前記複数の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０の二酸
化炭素濃度測定センサとそれぞれ連結され、二酸化炭素濃度測定センサから出力される二
酸化炭素濃度を無線通信を介してモニタリングサーバ２３０に伝送する。本発明では、二
酸化炭素濃度の伝送手段として無線通信装置の例を挙げたが、その理由は、遠距離や複数
の非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置２１０が存在する場合に便利なためであって、有線
通信装置を排除することを意味するのではない。
【００３６】
　モニタリングサーバ２３０は、時間帯別に基準二酸化炭素濃度を格納する。また、モニ
タリングサーバ２３０は、通信装置２２０から伝送される測定された二酸化炭素濃度Ｃ＿
ｄｅｔｅｃと予め格納された時間帯別の基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆとを比較し、正常
信号又は異常信号をモニタ又はプリンタを介して出力する。もちろん、モニタリングサー
バ２３０は、測定された二酸化炭素濃度を直接出力することができ、測定された二酸化炭
素濃度を格納空間に格納することができる。
【００３７】
　モニタリングサーバ２３０は、伝送される測定された二酸化炭素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃと
測定時間に該当する基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆとを比較し、測定された二酸化炭素濃
度Ｃ＿ｄｅｔｅｃが基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆより一定値以上大きい場合、前記異常
信号を発生させる。
【００３８】
　このとき、モニタリングサーバ２３０で異常信号を発生させる基準は、測定された二酸
化炭素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃが基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆより特定数値α以上である場
合（Ｃ＿ｄｅｔｅｃ≧Ｃ＿ｒｅｆ＋α）になる。
【００３９】
　また、モニタリングサーバ２３０で異常信号を発生させる基準は、測定された二酸化炭
素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃが基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆの特定比率（β％、βは１より大
きい値）以上である場合（Ｃ＿ｄｅｔｅｃ≧βｘＣ＿ｒｅｆ）になる。
【００４０】
　前記のような動作を行うために、モニタリングサーバ２３０は、図３に示すように、入
力部３１０、データ格納部３２０、比較部３３０及び出力部３４０を含むことができる。
【００４１】
　入力部３１０は、前記複数の二酸化炭素濃度感知装置２１０の各通信装置から測定され
た二酸化炭素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃの入力を受ける。データ格納部３２０は、時間帯別に基
準二酸化炭素濃度を格納する。
【００４２】
　比較部３３０は、入力部３１０から測定された二酸化炭素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃの入力を
受け、データ格納部３２０から基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆの入力を受け、入力された
測定された二酸化炭素濃度Ｃ＿ｄｅｔｅｃと基準二酸化炭素濃度Ｃ＿ｒｅｆとを比較し、
‘０’と‘１’又は‘ＬＯＷ’と‘ＨＩＧＨ’などの結果信号を出力する。
【００４３】
　出力部３４０は、比較部３３０の結果信号によって正常信号又は異常信号をモニタ又は
プリンタなどの出力装置に出力する。
【００４４】
　一方、モニタリングサーバ２３０は警報装置（図示せず）と連結されるが、警報装置は
、モニタリングサーバ２３０の異常信号に応答してアラームやサイレンなどの警報を発生
させ、管理者や勤務者などが容易に二酸化炭素の漏れ発生を認知できるようにする。
【００４５】
　図４は、本発明に係る二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度
モニタリング方法の一実施例を示すフローチャートである。
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図４を参照すれば、非飽和帯の二酸化炭素濃度モニタリング方法は、基準二酸化炭素濃度
データの格納段階（Ｓ４１０）、二酸化炭素濃度の感知及びモニタリング段階（Ｓ４２０
）及び結果信号の出力段階（Ｓ４３１、Ｓ４３２）を含む。
【００４６】
　基準二酸化炭素濃度データの格納段階（Ｓ４１０）では、二酸化炭素濃度感知装置で、
二酸化炭素が地中に貯蔵される敷地の非飽和帯の二酸化炭素濃度を時間帯別に測定し、こ
れを通信装置を介してモニタリングサーバに伝送し、前記モニタリングサーバで、伝送さ
れた非飽和帯の二酸化炭素濃度を基準二酸化炭素濃度として格納する。
【００４７】
　非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置は、図１に示すように、地表面下の非飽和帯に埋設
され、筒状を有するチャンバと、前記チャンバの側面に形成される気体吸入口と、前記チ
ャンバの上部に貫通形成され、前記チャンバ内の気体に含まれた二酸化炭素の濃度を測定
するＮＤＩＲセンサなどの二酸化炭素濃度測定センサとを含むことができる。
【００４８】
　以下、基準二酸化炭素濃度を予め格納する理由について説明する。
土壌又は非飽和帯の二酸化炭素濃度は、土壌内の生物学的活動及びそれに影響を及ぼす物
理化学的現象によって変化する。すなわち、土壌では、有機物の分解及び酸化によって二
酸化炭素の含量が大気の二酸化炭素の含量より約１００倍高いと知られている。また、土
壌内の二酸化炭素は、季節によって、昼と夜によって、又はその他の物理化学的条件によ
って随時変化するようになる。また、土壌内の二酸化炭素は、土壌の特性、土壌層の深度
、水分含量などによって地域別に異なり、ほんの数メートルの間でも変化するので、土壌
の二酸化炭素濃度を一般化するのは非常に難しい。したがって、注入された二酸化炭素の
漏れの有無を確認するためには、少なくとも１年以上定められた地点で二酸化炭素の濃度
を時間単位で測定し、自然な背景濃度を予め把握した後、このような背景濃度を逸脱する
異常値の観測時に対応する必要がある。
【００４９】
　すなわち、日別／月別／四半期別／季節別の二酸化炭素濃度の特性と濃度変化を起こす
要因について充分に研究した後、自然な変化及びその他変化に予め対応することが望まし
い。
【００５０】
　次に、二酸化炭素濃度の感知及びモニタリング段階（Ｓ４２０）では、二酸化炭素の地
中貯蔵が開始された後、二酸化炭素濃度感知装置で非飽和帯の二酸化炭素の濃度を測定し
、これを通信装置を介してモニタリングサーバに伝送し、モニタリングサーバで、測定さ
れた二酸化炭素濃度と基準二酸化炭素濃度とを比較する。
【００５１】
　結果信号の出力段階（Ｓ４３１、Ｓ４３２）では、モニタリングサーバで、測定された
二酸化炭素濃度と基準二酸化炭素濃度とを比較した結果を用いて正常信号又は異常信号を
出力する。モニタリングサーバは、測定された二酸化炭素濃度と基準二酸化炭素濃度とを
比較し、測定された二酸化炭素濃度が基準二酸化炭素濃度より一定値以上大きい場合、異
常信号を発生させる。
【００５２】
　モニタリングサーバで異常信号が出力される場合、警報を出力する段階（Ｓ４３３）が
さらに含まれ、二酸化炭素の注入を中断する段階（Ｓ４３４）に進む。
【００５３】
　上述したように、本発明に係る非飽和帯の二酸化炭素モニタリングシステム及びモニタ
リング方法は、二酸化炭素の地中貯蔵前に予め時間帯別に基準二酸化炭素濃度を測定・格
納した状態で、これをリアルタイムに感知される二酸化炭素濃度と比較することによって
、環境の変化による二酸化炭素濃度の変化と地中に貯蔵された二酸化炭素の漏れによる二
酸化炭素濃度の変化とを容易に区別することができる。また、チャンバ及びＮＤＩＲセン
サを用いて非飽和帯の二酸化炭素感知装置を構成することによって、非飽和帯の二酸化炭
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素を平均化した状態で二酸化炭素の感知が可能であり、二酸化炭素の感知精度を高めるこ
とができる。
【００５４】
　また、本発明に係る非飽和帯の二酸化炭素モニタリングシステム及びモニタリング方法
は、測定された二酸化炭素濃度がモニタリングサーバにリアルタイムに伝送され、異常信
号の発生時には即時に警報を発生させることができ、地中に貯蔵された二酸化炭素の漏れ
時に即時に対応することができる。
【００５５】
　以上、本発明の一実施例を中心に説明したが、当業者の水準で多様な変形や変更が可能
である。このような変形及び変更は、本発明の範囲を逸脱しない限り、本発明に属するも
のと言える。したがって、本発明の権利範囲は、以下に記載する特許請求の範囲によって
判断されなければならない。
【符号の説明】
【００５６】
１００：非飽和帯の二酸化炭素濃度感知装置
１１０：チャンバ
１２０：気体流入口
１３０：二酸化炭素濃度測定センサ

【図１】
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【図３】
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